
年金機構へ届け出る「健康保険被扶養者（異動）届」が厳格化  

 

平成３０年１０月１日以降に日本年金機構へ届け出る「健康保険被扶養者（異動）届」は、 

添付書類の取り扱いが変更になります。 

 

 添付書類の変更及び添付書類の一部省略 

 扶養認定を受ける方の続柄や年間収入を確認するため添付書類一覧のうち、扶養認定を 

 受ける方が被保険者と同居しているときは、下記「項番１・２」を、別居しているときは 

 「項番１・２・３」の添付が必要となります。 

 

 
（日本年金機構「健康保険被扶養者認定事務の変更に伴うお願い」より）  

 

☆ 詳しくは日本年金機構ホームページの「健康保険被扶養者の手続きについて」 

   を参照ください。（より詳しいＱ＆Ａも掲載されています） 

労働保険・社会保険の手続、給与計算の代行、労務コンサルのご相談はお気軽にご連絡ください！ 

 

労働保険事務組合 東洋労働保険協会  TEL：03-3221-2444 

社会保険労務士事務所 ﾄｰﾖｰﾚｲﾊﾞｰｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ http://www.toyoweb.com/index.html 

  

  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


